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国立大学法人和歌山大学 第４期中期目標 

 

（前文）法人の基本的な目標  
  和歌山大学は、大きく変化する社会において次世代の文化、教育そして産業における新し

い価値の創造に取り組むとともに、その担い手となる人材の育成を、国内外の社会、特に地
域社会の多様な関係者と共に取り組む。このために、社会的、国際的に開かれた大学とし、
多様な価値を理解する教育、新しい価値を創造する研究を進める場としての機能を最大限に
発揮するための不断の努力を行う。さらに、和歌山圏域における中核的教育研究機関として、
地域課題の解決に地域と協働して取り組むとともに、地域の知的活動の高度化に貢献する。 

 
◆ 中期目標の期間 
  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６年間とする。 
 
Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

１ 社会との共創 
【1】人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サービス産

業等）の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方
自治体や地域の産業界をリードする。① 

 
２ 教育 
【2】国や社会、それを取り巻く国際社会の変化に応じて、求められる人材を育成するため、

柔軟かつ機動的に教育プログラムや教育研究組織の改編・整備を推進することにより、需
要と供給のマッチングを図る。④ 
 

【3】学生の能力が社会でどのように評価されているのか、調査、分析、検証をした上で、
教育課程、入学者選抜の改善に繋げる。特に入学者選抜に関しては、学生に求める意欲・
能力を明確にした上で、高等学校等で育成した能力を多面的・総合的に評価する。⑤ 
 

【4】研究者養成の第一段階として必要な研究能力を備えた人材を養成する。高度の専門的
な職業を担う人材を育成する課程においては、産業界等の社会で必要とされる実践的な能
力を備えた人材を養成する。（修士課程）⑦ 

 
【5】特定の職業分野を牽引することができる高度専門職業人や専門職を担う実践的かつ応

用的な能力を持った人材など、社会から求められる人材を養成する。（専門職学位課程、
学士（専門職）課程）⑨ 

 
【6】データ駆動型社会への移行など産業界や地域社会等の変化に応じて、社会人向けの新

たな教育プログラムを機動的に構築し、数理・データサイエンス・AI など新たなリテラ
シーを身に付けた人材や、既存知識をリバイズした付加価値のある人材を養成すること
で、社会人のキャリアアップを支援する。⑪ 

 
【7】学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネットワーク化、海

外の大学と連携した国際的な教育プログラムの提供等により、異なる価値観に触れ、国際
感覚を持った人材を養成する。⑫ 

 
【8】様々なバックグラウンドを有する人材との交流により学生の視野や思考を広げるため、

性別や国籍、年齢や障害の有無等の観点から学生の多様性を高めるとともに、学生が安心
して学べる環境を提供する。⑬ 

 
３ 研究  
【9】地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、研

究により得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進め、
社会変革につながるイノベーションの創出を目指す。⑮ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
【10】内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組

みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長の
リーダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 
【11】大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資産を最

大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用を進め、地域・
社会・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。㉒ 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

【12】公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリ
スク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促進
のための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せ
て、目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分
の最適化を進める。㉓ 

 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に
係る情報の提供に関する事項 
【13】外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可

視化するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営
方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会
発展への貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向
の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔ 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

【14】AI・RPA （Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マ
イナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化する
とともに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営
体制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

 
 


